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第１章 調査団の概要 

 

1.1 調査背景･経緯 

スリランカ国の長期にわたる内戦は、2002 年２月にスリランカ国政府とタミール・イー

ラム解放の虎（LTTE）とが停戦合意文書に署名するとともに和平交渉が開始され、和平プ

ロセスが進展している。このような状況から、内戦で荒廃した北東部復興開発がスリラン

カ国支援における重要な課題となっている。 

スリランカ国における電力需要増加率はここ数年で年約 10％に達しており、新規電源の

開発及び新規電源と電力需要地を結ぶ送配電線の拡充等、電力設備の増強が緊急課題とな

っている。現在一元的に電力の発電・送電・配電の責任を有するセイロン電力庁（CEB）

は、1995 年度～1996 年度に JICA により実施された「全国送電網整備計画調査（Master Plan 

Study of the Development of Power Transmission System）」を利用し、送電線拡充を進めてき

たが、発送配電の分離等の電力セクター改革の進展に伴い、計画変更の必要に迫られてい

る。 

送電線計画は、需要予測にあわせた電源開発計画に沿って策定されるものであるが、ス

リランカ国の電源開発計画は順調に進んでいるとは言えず、発送電全体にわたる電源開発

計画についても見直す必要が生じている。 

また、北部地域と中央は内戦により送電線が切断されており、和平の進展に伴い両地域

を結ぶ送電線を復旧する必要があるが、 適電源開発計画に合わせた計画的な送電線復旧

が必要である。 

かかる状況下においてセイロン電力庁（CEB）は、2003 年６月日本政府に対し、電力安

定供給をはかることを目的として送電網計画の策定と 適電源開発計画の見直しを主な目

的とした開発調査を要請した。 

 

1.2 要請内容 

(1) 案件名 Master Plan Study of the Development of Power Generation and Transmission 

System in Sri Lanka 

(2) 調査の概要 

・情報収集とその解析 

・電力設備の現状調査  
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・電力需要予測 

・ 適電源開発計画の作成 

・送電網拡張計画の作成 

・電力系統解析 

・CEB 分社後のオペレーションシステムの検討 

(3) 調査期間 2004 年４月～2005 年 10 月 

 

1.3 調査の目的 

今回のプロジェクト形成基礎調査においては、C/P である CEB をはじめとする現地関係

機関と協議及び現地調査を通じ、要請内容と案件の背景経緯を確認するとともに、スリラ

ンカ国における送電網計画と 適電源開発計画の策定を行うにあたっての情報収集を実施

し、協力案件の形成を行うことである。 
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1.4 調査日程 

（官団員は２月５日～17日まで、コンサルタント団員は２月５日～20日まで） 

日順 月日 行  程 宿泊地 
1 2/ 5(木) 11:30 (SQ997) 成田    →18:05:シンガポール 

22:40 (SQ402) シンガポール→00:20:コロンボ 
 

2 2/ 6(金) 09:30 JICA 事務所表敬 
10:00 日本大使館表敬、電力分野第２回タスクフォース 
15:30 CEB (セイロン電力庁) 協議 

Colombo 

3 2/ 7(土) コロンボ近傍施設視察 
(Kelanitisｓa 発電所、System Control Center) 

Colombo 

4 2/ 8(日) 団内打合せ、資料整理 Colombo 

5 2/ 9(月) 10:00 NPD (計画局) 訪問 
11:00 ERD (大蔵・計画省外国資源局) 訪問 
14:00 MPE (電力エネルギー省) 訪問 
15:30 JBIC 調査団協議 

Colombo 

6 2/10(火) 10:00 ADB 訪問 
13:30 CEB (セイロン電力庁) 協議 

Colombo 

7 2/11(水) 09:00 Reform Office 訪問 
10:00 Energy Supply Committee 訪問 
11:00 SIDA 訪問 
14:30 村田専門家打合せ 

Colombo 

8 2/12(木) 16:00 CEB (セイロン電力庁) 協議 Colombo 
9 2/13(金) 現地踏査 

(Colombo - Bloadlands hydro power project site – Laxapana 
Complex – Upper Kotomale hydro power project site – Kandy) 

Kandy 

10 2/14(土) 現地踏査  
(Kandy - Kiribathkumbra Gri01 Substation – Colombo) 

Colombo 

11 2/15(日) 団内打合せ、資料整理 Colombo 
14:00 MPE (電力エネルギー省) 訪問 
11:30 WB 訪問 
13:00 CEB 協議 (M･M 締結) 
14:30 日本大使館及び JICA 事務所報告 

Colombo 12 2/16(月) 

官団員帰国 (林、狩野) 
01:35 (SQ401) コロンボ    →07:20 シンガポール  
09:15 (SQ996) シンガポール→17:00 成田 

機内泊 
 

13 2/17(火) 10:00 CEA 訪問 
14:30 USAID 訪問 

Colombo 

14 2/18(水) 10:00 Colombo Power (IPP) 訪問 Colombo 

15 2/19(木) 14:30 JICA 事務所報告 Colombo 

16 2/20(金) コンサルタント団員帰国 
02:50 ( C X 7 0 0 ) コロンボ→07:10 バンコク 
09:10 ( J L 7 2 8 ) バンコク→16:15 大阪 (山岡、日野) 
08:30 ( J L 7 0 8 ) バンコク→16:10 成田 (長山、渡辺) 

機内泊 
 

 

- 5 -



1.5 調査団員 

(1) 林 俊行 (団長／総括) ：JICA 国際協力専門員 

(2) 狩野和聖 (調査企画) ：JICA 鉱工業開発調査部 

  資源開発調査課 

(3) 山岡 暁 (電源開発計画) ：㈱ニュージェック 

(4) 日野康彦 (送電計画) ：㈱ニュージェック 

(5) 長山浩章 (電力事業制度) ：㈱三菱総合研究所 

(6) 渡辺幹治 (環境) ：㈱建設企画コンサルタント 

 

1.6 主要面談者 

(1) Department of External Resouces, Ministry of Finance and Planning : ERD 

J. H. J. Jayamaha  Additional Director General 

(2) Ministry of Power and Energy : MPE 

Mr. Karu Jayasuriya  Minister of Power & Energy 

Ms. Viji Jegarasasingam  Secretary 

(3) Ceylon Electrycity Board : CEB 

Mr. M.Zubair   Chairman 

Mr. Gemunu Abayasekara Deputy General Manager 

Mr. M.A.W. Ranasinghe Transmission Planning, Chief Engineer 

(4) Department of National Planning : NPD 

Upali Dahanayake Director  Economic Infrastructure 

W. D. Rohan Chrishantha Assistant Director 

(5) Central Enviroment Authority: CEA 

Ms. Kanthi De Silva   Deputy Director, EIA 

Mr. U.R.B. Navaratne  Assistant Director, EIA 

(6) 世界銀行 

Ms.Amali Rajapaksa 

(7) ADB スリランカ事務所 

Robert Gordon Rinker  Deputy Country Director、 

Head Portfolio Management 
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K. M. Tilakaratne   Project Specialist 

(8) 在スリランカ日本大使館 

須田大使 

大西一等書記官 

(9) 国際協力銀行コロンボ事務所 

江島主席駐在員 

(10) JICA スリランカ事務所 

杉原所長 

荒津次長 

石黒所員 
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第２章 協議の内容 

 

2.1 対処方針 

(1) 関連現地機関、既設電力設備等での現地調査の実施 

セイロン電力庁に係る関係機関及び電源、送変電設備等の既設電力設備に関して聞き

取り及び文献調査、現場調査を行い、発電設備関連データ、系統運用実績データ、運営主

体財務関連データ等の収集を行う。また現地機関が電源開発計画や系統運用解析に使用し

ているプログラム、ソフトウェアを調査する。 

(2) 他の援助機関等の動向の把握 

スリランカ国の援助において、本件に関連する協力が WB、ADB 等により行われてい

る。また、JBIC 等国内関係機関も本件に関連する調査が実施されている。 

よって他の援助機関による関連するプロジェクトについて、国内での調査に引き続い

て、その動向に関する情報収集を行う。 

(3) 電源開発計画・送電線計画に係る現状の把握 

事前の文献調査、上記現場調査、現地での関係機関との協議等を通して、下記につい

ての現状の概略を把握する。なお、下記の現状を把握する対象地域は、北･東部地域を含

めたスリランカ全域とする。 

ア）経済・産業状況（資源の供給、調達を含む） 

イ）既存の電力需要予測、電源開発･送電網計画の内容（予備率の確認を含む） 

ウ）既設電力設備の運転・維持管理状況 

エ）既設の系統運用状況 

オ）電力セクター改革法及び公益事業規制委員会法のもとでの、電力セクター改革

の状況 

カ）電力セクター改革のもとでの、電力事業実施体制の現状 

キ）今後の電力セクター改革に係る実施計画 

ク）CEB 財務状況 

ケ）LECO による配電事業の現状 

コ）IPP による発電の状況、及び自家発電の状況 

サ）IEE レベルを意識した環境社会配慮 

シ）地方電化の状況 
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(4) 課題の抽出 

上記調査結果をもとに、電力開発計画及び送電計画を行っていくにあたっての課題を

抽出する。 

具体的には、以下のものが想定される。 

・ 適電源開発計画の目標年の設定 

・電源開発シナリオの設定 

・発送電のロス率低減にかかる提言 

・電力セクター改革のもとでの制度改革支援 

・カウンターパート技術者育成支援 

・短期電源開発計画の必要性 

・既設発電所の補修･補強の必要性 

・地方電化の開発促進の必要性 

(5) 協力内容の策定 

現地関係機関との協議を通して、本件における課題の確認を行う。その後、確認された課題

のうち、当方の協力により解決が見込まれるものが見いだされた場合は、その具体的な協力内

容を策定し、M/M に取りまとめる。 

なお、その際には、調査対象地域や計画策定対象期間についても併せて検討を行い、

その結果を協力内容に取り入れる。 

要請内容等を勘案すると、具体的には、以下の点が想定されるので、主にこれらの協

力の実施可能性を検討する。 

ア）電力設備の現状評価 

イ）電力需要予測 

ウ）民間の発電投資計画の状況把握 

エ） 適電源開発計画（系統設備及び財務面も含む。電源開発の優先順位。）の策定 

オ）送電網計画（財務面も含む。）の策定 

カ）電力系統解析 

キ）オペレーションシステムの検討 

ク）上記各項目における環境社会配慮 
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(6) 水力発電 適化計画調査のフォローアップのニーズ確認 

標記調査では、スリランカにおける水力発電所の｢運用効率化｣｢既存発電所増設｣｢新規

電源開発｣をパッケージとした M/P 調査が実施された。 

｢既存発電所増設｣に関し現状調査を実施した結果、運用開始後 50 年を迎えようとする

施設が多く存在し、現時点での電力供給レベルを維持していくためにも、これらの老朽化

した施設に対するリハビリテーションを継続的に実施していく必要性が確認されている。 

また、｢新規電源開発｣では、Broadlands 地域における 35MW 規模の水力発電所建設の

F/S を実施した。この中で調査団は EIA レポート案の作成を実施したが、これを CEB 案

として CEA へ提出し、現在承認申請がなされている。今後の審査結果次第では、公聴会

の実施等の追加作業を求められる可能性があり、CEB の能力を超えるものであればフォ

ローアップを行う必要も考えられる。 

上記の現状を踏まえ、本プロジェクト形成基礎調査では以下について先方機関に確認

を行う。 

ア) 既存水力発電所のリハビリテーションにかかる関係機関の認識及び CEB の実施

意思 

イ) Broadlands プロジェクトにおける EIA レポート承認にかかる追加調査の実施可

能性及び CEB の事業化意思 

 

(7) 現地安全管理情報の収集について 

本格調査団は、スリランカ国での長期の調査が予想されるとともに、本格調査対象地

域の中には、北･東部地域など危険度の高い地域が含まれる。LTTE との和平交渉状況を

含めて、現地日本大使館、JICA 事務所、現地関連機関等に対し、安全管理に関する情報

について確認する。 

 

2.2 団長所感 

(1) スリランカ電力供給の現状 

経済的包蔵水力地点が枯渇を始めたスリランカでは、経済開発の進展に伴う電力需要

増に対応するため、今までの水力主導電力供給から火力主導電力供給へと電力供給の構造

転換に迫られている。特に近年は旱魃の影響もあり火力発電による電力供給が急増し、

2000 年以後火力による電力供給が水力を毎年凌駕している。しかし既に 1985 年から計画
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されている大規模石炭火力の計画がなかなか建設されないため、電力供給ベストミックス

が不適切な構造となり、不安定な電力供給と高価な供給コストをもたらしている（kWh

あたり 1999 年では 4.26LKR だったものが 2002 年には 9.42LKR）。 

(2) 電力セクター構造改革 

スリランカ電力セクターは発電（１社 Genco）、送電１社（Transco）、配電５社（Disco）

とその他の業務をになう会社（Company Z）及び従業員の年金基金を管理する会社

（Company X）へ分割されることになり、分割に伴う Transmission Code などの必要書類

は既に揃い分割は時間の問題と思われる。しかし総選挙を控えた現在、分割の実施は６月

以後と予想される。今回の調査では分割後に予想される諸課題が明らかとなり、マスター

プランでも長期計画で IPP を導入するための施策について提言する見通しである。この他

にも分割後各社が効率的に業務を展開できるよう、いくつかの支援ニーズが確認された。 

(3) マスタープランの必要性 

現在スリランカにおける電源開発は、様々な利害関係者の影響により計画に従った建

設がなかなか進んでいない。CEB は毎年長期電源開発計画と送電計画を作成しているが、

このような影響から信頼性が落ちているという指摘もある。また北･東部が送電線の修復

により中央の系統につながると、新たに供給地域が拡大することになる。このため全国を

対象にしたマスタープランを技術的・客観的見地から作成することで、水力から火力への

電力供給構造のシフトを促すことは重要である。 

(4) マスタープラン調査と電力開発政策セミナー 

北・東部を含んだ全国を対象とし、中長期視点で 低費用に基づく発電・送電計画を

作成するとともに、電力供給が逼迫している現状を考慮し短期的な対策も検討する。作成

された発電・送電計画のための投資計画を作成するとともに、電気料金の分析と経済財務

分析を行う。この過程で CEB がこの後毎年マスタープランを改定できるよう技術移転を

行う。またスリランカでは計画の決定に大臣クラスの政治家が大きな影響力を持っている

ことから、CEB に対する技術移転のみならず政府高官のマスタープランに対する理解を

促進するために電力開発政策セミナーのような機会を調査期間中に設けることも考慮す

べきであろう。 

(5) 他の技術協力の可能性 

配電ロスが盗電も含めてかなり高いことが明らかとなった。地方電化は ADB などの協

力でかなり進んでいるが、北･東部などではかなり電化率が低く、構造改革後の電化実施
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体制はまだ決まっていない。また電力セクターが分割された後のそれぞれの事業体に対す

る負債と資産の振分けや、既存事業家と新規参入者間での競争的環境の整備、そして分割

された個々の事業体の事業管理と効率的事業運営などを課題として今回は確認すること

ができた。 

(6) フォローアップ調査 

CEB は Laxapana Complex 水力発電所の改修にむけたフォローアップ調査受け入れのた

めに、既に要請レターを作成している。また Broadlands も早急に建設を実施したい意向

であり、EIA の 終報告書が提出され CEA より追加的調査の指摘があった場合、フォロ

ーアップ調査を要請したい意向である。 

(7) 北･東部の取り扱い 

マスタープラン調査対象として北･東部も含めるが、LTTE との連絡は CEB 及びスリラ

ンカ政府関係部署の責任であるとし、本マスタープランについて LTTE から何らかの反応

を得る事が期待されているを確認した。次回の調査では北･東部での現地調査も必要と思

われる。 

 

2.3 Minutes of Meeting 概要 

今回調査団では先方との協議を通じてスリランカ国の電力セクターの現況及び電力セ

クター改革の進行現況について把握するとともに、スリランカ政府と LTTE との和平プロ

セスを踏まえたうえで、本件開発調査の要請背景及び調査実施の必要性を確認した。その

うえで、本格調査の内容に関して今回調査の結果から方向性の具体化を試みた。 

調査及び協議の結果は、以下のとおり確認された。 

 

2.3.1 プロジェクト形成基礎調査団の背景と目的 

スリランカ政府は、「スリランカ電力セクターマスタープラン調査」にかかる技術協力

を日本政府に要請した。要請に基づき、JICA は上記期間に調査団をスリランカに派遣し

た。調査団の目的は、スリランカ国における送電網計画の策定と 適電源開発計画の見直

しを行うにあたっての、現況調査、課題の抽出等を行い、現地関係機関と協議のうえ協力

案件の形成を行うことである。 
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2.3.2 調査結果 

(1) 電力需給の現状 

付属書１は既存の発電所の運転開始年を示し、付属書２は電力需給の経年変化を示す。

付属書１が示すように、近年、需要増加に対応するため、ディーゼル発電、ガスタービン

発電、およびコンバインドサイクル火力発電所の導入によって発電供給力を増加してきて

いる。しかしながら、水力について、スリランカの包蔵水力は全て開発されてきたわけで

はない。 

付属書２では、1997 年と 2001 年を除いて、電力需要が急激に伸びてきていることを示

している。1997 年と 2001 年の電力需要の減少は、供給能力不足による需要調整によって

発生したものである。 

付属書１と付属書２で示されるように、電力供給能力は、近年の電力ピーク需要を満

足させる状況になっていない。現状の厳しい需要と供給の均衡に加えて、さらなる需要増

加が近い将来予想されている。それは、北・東部を連絡する送電線のリハビリテーション

およびスリランカ全土の継続的な経済発展によって引き起こされる。 

(2) 水力発電から火力発電 (火主・水従) への移行時期 

上述のように、スリランカにおけるベース負荷のための電力供給は、水力発電から火

力発電による電力供給への移行期にある。 

しかしながら、大型石炭火力発電所の延期により、移行へのプロセスが妨げられてい

るようである。 

大規模火力発電所の導入の遅れによって生じる悪影響は、電力供給信頼度の低下、電

力供給品質の低下、そして電力供給価格の上昇である。 

電力供給信頼度の低下、電力供給品質の低下と共により高価な電力料金は、スリラン

カ経済の発展を予想以上に鈍くするだろう。 

従って、電源の移行を円滑に実行することは重要である。 

(3) 電力セクター改革 

2002 年 10 月に電力セクター改革を定めた「電力セクター改革法 （Electricity Reform Act、 

No. 28 of 2002）」と「公益事業規制委員会法（Public Utilities Commission of Sri Lanka Act、 

No. 35 of 2002）」が成立した。以下はスリランカにおける電力セクター改革の概要である。 

－ CEB/LECO を機能別に発電・送電・配電会社に分割し、シングルバイヤーモデル

に基づくセクター構造を再構築する。 
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－ セクターを中立的に規制する独立規制機関を設ける。 

－ 発電は、CEB の既存の水力、火力発電所は、発電事業会社（GENCO）へ再編され、

新会社として運営を続ける。小規模発電事業者や自家発電所もこれまで同様に運営

する。新規の発電所は Transco の要請に応じて、PUC が監督する競争入札プロセス

による調達が行われる。 

－ 送電ネットワークの所有と運営は CEB を引き継いで新しく設立される Transco の

責任となる。Transco は PPA により発電事業者から電力を購入する。また、Transco

は、PUC の了承・監督のもと、需要に合わせていつ新たな発電容量が必要となる

か決定し、その発電容量を競争入札プロセスにより確保する責務を負う。 

－ CEB と LECO が所有・運営していた配電ネットワークは、５つの Disco の管理・所

有となる。Disco は Transco より Power Sales Agreements（PSAs）を通じて電力を購

入し、消費者へ売却する。５つあわせるとこれら Disco のサービスエリアは、オー

バーラップすることなくスリランカ全土をカバーする。 

－ COMPANY Z は発電、送電、配電以外の CEB の現在の機能を引き継ぐことになる。 

電力セクター改革は、決定され、必要なガイドライン、CODE が準備されてはいるが、

いくつかの問題点が、電力セクター再編の実施段階で、解決される必要がある。 

以下予見される問題点を列挙する。 

1) 新会社への負債の割り当て 

CEB の負債合計はおよそ 65 億ルピーである。この負債の各新会社への割り当

てが計画されている。しかしながら、新会社が問題なく、立ち上がるためには、

負債のいくらかは資産・負債会社に引き継がれるか、もしくはなんらかの形での

補助金が新会社に投入される必要があろう。 

2) 民間投資を新たに呼び込むための競争的な環境 

電力セクター改革のひとつの目的は、事業効率を高めることで 適利益を享受

するために競争的な環境を整備することにある。しかしながら、（不十分な）税金

の減免期間など、本件に反する環境は、見直されるべきである。 

3) 新しい環境下での経営効率向上と技能向上の必要性 

財務、技術、人的資源管理、IT、労働問題などで、経営効率、技能が向上され

るべきである。 

向上が望まれることが予見される分野はそれぞれのセクターで以下のようになっている。 
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発電分野：発電効率向上、商業的慣行、ネゴ技術、PPA、GRID CODEの実践 

送電分野：GRID CODEに基づく運営のためのキャパビル、SCADAシステムの 

導入、透明性のある給電指令、Billingとsettlementの実施 

配電分野 ：配電ロス、資産効率向上のための経営、マーケティング戦略、配電CODE、

人的資源管理 

(4) 地方電化 

2002 年末には電化率（戸数単位）は 63％であった。1970 年代から ADB は、CEB の地

方電化プロジェクトを調査、財政支援の両面で支援してきた。2004 年中に電化率は 75％

に到達する見込みである。しかしながら、いくつかの地域での電化率は他地域と比べて著

しく低い。特に北部の県（PROVINCE）において低い。CEB は配電線の延長のみを責任

の範囲としている。電力セクター再編の環境下で、地方電化に対する組織的制度的な取組

がなされていない。 

(5) 電力供給信頼度 

スリランカの電力供給信頼度の現状を次に示す： 

a. 電力供給力不足 

付属書 １に示されるように、供給力は、水力 56%に対して火力 44%である。し

かしながら、2003 年の発生電力量（計 7610GWｈ）は、水力 44％（3316GWｈ）に

対して火力 56％（4294GWｈ）と逆転している。2000 年以降は旱魃が続いているた

め、水力よりも火力の発生電力量の方が上回っている。 

2001 年の 5,236GWh の総販売電力量に対し、供給支障電力量は 5.6％に相当す

る 291GWh に達している。したがって、目標電力不足確率 LOLP0.8%に対して、

供給支障電力量はかなり高い数値となっている。 

b. 周波数調整 

電力周波数は、49.5～50.5Hz（50Hz±1%）の維持基準を超過する傾向がある。周

波数が－0.5%を下回る回数が 1999 年から 2001 年までの３年間に 4.5 倍になった。

この傾向は、重負荷時に供給力が不足していることを示す。CEB は MV 配電線を強

制的に負荷遮断して周波数回復に努めている。 

c. 電圧低下 

送電系統の 220kV と 132ｋV で基準以上の電圧降下が確認されている。特に 19

時～20 時のピーク時間帯で目立つ。平常時では電圧変動維持基準は、送電線 220kV
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±５%および 132kV±10%、配電線末端電圧では 230V±６%である。 

(6) 電力損失と CEB の試み 

a. システム損失 

CEB は発電設備、送電線システム、変電設備および配電設備を所有しており、“受

電端における電力量”と“送電端における電力量”の「差」を計算して各セクショ

ンでのシステム損失としている。 

－ 発電損失 = [発電機の発生電力量]–[発電所からの送電電力量] 

－ 送電損失 = [発電所からの送電電力量]–[変電所からの送電電力量] 

－ 配電損失 = [変電所からの送電電力量]–[需要家への販売電力量] 

下表はシステム損失を示したもので、2003 年１月から 10 月までの各損失を累計

したものを例として示す。 

 

 
 総発電量  送電電力量  

配電への  
送電電力量 販売電力量 発電損失 送電損失 配電損失  合計損失

 [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [GWh]

合計  6,357.19 6,315.58 6,006.06 5,122.56 41.61 309.52 883.50 1,234.63

[%] 100.00 99.35 94.48 80.58 0.65 4.87 13.90 19.42

 

b. CEB の試み 

発電損失と送電損失に関して、損失のレベルは技術的に正常である。しかしなが

ら、配電損失についてはその数値は大きい。 

CEB は現在、電力量計が未設置の世帯をなくすために、多くの電力量計を購入し、

設置する計画を実施中である。 

システム損失の減少をめざして、下記のような方法が考えられている。 

－ 発電所、変電所の電力取引に係るメーターおよび機器の測定精度の統一。 

－ 送電線および配電線の導体を、より適切な通電容量をもつ導体への取替え。 

－ 盗電の防止。 

(7) 環境マネジメント 

CEB では環境オフィスを中心に CEB 環境方針書に基づいて以下の環境マネジメントを

実施している。 
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(a) 適切な環境影響評価（EIA, IEE）の実施 

「スリランカ国環境基本法」および「開発手続きに係る規則」に基づき適切な

環境影響評価を実施している。Upper Kotemale 水力発電計画の EIA は 1994 年に

実施し、計画は認可された（ただし、認可後に自然環境対策で問題が発生した）。

Broadlands 水力発電計画の EIA 終報告書は２月中に完成する予定である。 

(b) 開発計画への住民参加 

新規開発計画では F/S の段階から関係住民への説明会やコンサルテーションを

実施している。Broadlands 水力発電計画では 12 回の関係者への説明会、２回の大

規模な現地コンサルテーションが実施された。 

(c) 排水よび排出ガスの管理 

発電所内に Environmental Action Committee を設置し、排水や排出ガスを管理し

ている。 

(d) 開発活動後の環境モニタリング 

開発活動後の環境、例えば貯水池の水質をモニタリングしている。Kukule 水力

発電計画、Upper Kotemale 水力発電計画では関係機関のメンバーからなる

Environmental Monitoring Committee が設立されている。 

(e) 従業員への環境教育 

従業員に対しワークショップや勉強会を実施し、環境方針の説明や環境意識の

向上を図っている。 

(f) 環境情報の公開 

Web サイトや Environment Newsletter の発行を通じて、一般に CEB の環境情報

を公開している。 

 

2.3.3 マスタープランの必要性 

スリランカ国における現在の電力供給と需要状況が、毎年改訂される CEB 長期発電拡張

計画を複雑にさせていることが理解された。同時に、包括的な全国マスタープランがスリ

ランカ政府と LTTE 間の平和プロセスの機会を利用して準備されなければならない。発電

と送電計画を具体化させるためには長い先行期間が必要となるため、客観分析に基づいた

電力セクター開発を導くこのような包括的なマスタープランが早急に必要とされる。また、

発電を水力から火力へ円滑に移行させるために包括的かつ客観性のあるマスタープランも
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必要である。それゆえ、全国を対象とした発電の拡張と送電システム開発に係る包括的な

マスタープランが現在のスリランカ国における電力セクターにとって必要不可欠であるこ

とは明らかである。同時に、配電線のロスの削減や電力セクター再編成後の新たな環境下

での技術的および経営的な実務といったさまざまな技術的課題も確認される。 

 

2.3.4 マスタープランの枠組み 

(1) 調査地域 

マスタープランの対象地域は全国とする。 終的に、北・東部はマスタープランの中

に含まれる。マスタープラン調査の円滑な実施のための LTTE との連絡については、CEB

および関係省庁が責任を負う。CEB および他の政府機関を通じて LTTE からの何らかの返

答が期待される。 

(2) 時間的枠組み 

マスタープランは基本的に発電と送電システムの長期計画に取り組むものである。こ

こでいう長期とは 10～15 年を意味するものである。しかしながら、マスタープランの中

で現在のスリランカ国の電力不足に対処する短期対策を検討することも妥当である。短期

対策の期間は２～３年である。計画対象期間を完結させるために、中期計画もまた実施さ

れる。ここでいう中期とは４～９年を意味するものである。 

(3) 資源調査 

発電および送電のための資源が調査、分析及び評価される。この資源には既存の発電

施設、送電線、変電所が含まれる。 

(4) 将来計画調査 

発電、送電線、変電所の建設に係る既存の将来計画が調査、分析、評価される。 

(5) 需要予測 

需要センターが確認およびレビューされる。また、それぞれの需要センターに係る需

要予測も実施される。CEB が需要予測のために使っている現在の方法がレビューされる。

この分析の中に需要マネジメントや送電、配電ロスの削減対策を盛り込むことは妥当であ

る。 

(6) 小費用開発計画 

需要予想や 少費用による将来の開発計画は、既存のデータや情報を検討した上で、

適切なソフトウェアーによって解析される。 小費用開発計画のためのデータと情報は見
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直されることになる。 

(7) 系統解析と計画 

電力系統は対応年次の 少費用電源開発計画に基づいて解析される。 適な電源開発

計画にしたがって、送電系統開発計画が立案される。 

(8) 投資計画 

電源と送電開発計画に基づいて、投資計画が立案される。 

(9) 長期開発計画のために IPP 導入を促進する手法 

急速に伸びている電力需要を満たすために、CEB は IPP (独立電力事業者) の開発導入

を必要とするため、投資を促進するような CEB による対策が要求される。 

CEB とスリランカ政府のためのベストプラクティスは、IPP 導入については正式な手続

きを踏んだ（solicited）IPP のみを承認することであろう。Solicited IPP の実施は、確かな

プロセス、標準契約、および他の必要な文書を必要とする。マスタープランでは、IPP を

促進するための手段を検討し、提案することになる。 

(10) 電気料金に関する検討 

現在の電気料金を検討し、 適な発電・送電開発計画に応じた長期限界費用も算出す

る。 

(11) 経済財務分析 

適発送電開発計画に応じた経済財務分析を実施する。 

(12) 短期電力対策 

近年の電力需給逼迫状況に対応するため、短期の対策を検討し提案する。 

(13) 環境評価 

CEB の環境政策および JICA の環境および社会配慮のためのガイドラインに対応するた

め、環境マネジメントに必要な範囲を確認し調査する。 

 

2.3.5 電力セクター改革の新しい環境下でのマスタープラン 

スリランカにおける電力セクター改革の実行は差し迫った問題である。本格調査が始ま

る頃に電力セクターの改革が行われることが予想される。これら諸条件を踏まえ、GENCO、

TRANSCO、DISCOS のような関係組織間を調整する組織が必要となろう。 
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2.3.6 他の技術的問題 

マスタープランで取り扱う項目とは別に、下記の技術的問題点を確認した。 

(1) 配電分野における大きな電力損失。 

(2) 電力供給における不充分な品質。 

(3) 電力セクター分社化後における技術及び業務管理の問題。 

 

2.3.7 現地調査 

現地調査は下記のとおり実施した。 

(1) 2004 年２月７日 

Kelanitissa 火力発電所、System Control Center、Sapugaskanda・ディーゼル発電所 

(2) 2004 年２月 13 日及び 14 日 

Broadlands 水力発電所サイト、Laxapana 水力発電コンプレックス、Upper Kotomale 水力発

電プロジェクトサイト、Kiribathkumbura・グリッド変電所 

 

2.3.8 予備調査 

調査団は、開発調査の実現については東京において日本政府関連当局と相談の後、 終

決定されることを説明した。プロジェクトの承認後に、JICA はできるだけ早い時期に予備

調査団を派遣する予定。 

 

2.3.9 その他 

調査団は、JICA が、Study of hydropower optimization in Sri Lanka のフォローアップ調査

として以下の調査を実施する可能性があると CEB に伝えた。 

・Laxapana Complex 水力発電所の不具合を改善するために必要となる調査 

・Broadlands プロジェクトにおける EIA report に対する CEA からのコメントに対 

して必要となる調査 

さらに、もし CEB が上記調査を必要だと考えるのであれば、JICA スリランカ事務所に

要請書を出してほしい旨を伝えた。 
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